
金
滞
古
蹟
志
巻
二
十

へ
る
も
の
也
。
改
作
所
欝
記
に
、
寛
文
六
年
六
月
算
用
場
よ
り
の
建

寄
に
、
箆
竹
切
り
に
射
手
衆
可
v
被
v
遁
皆
被
且
仰
出
荷
而
、
箆
竹
有
v
之

在
々
一
般
商
に
紀
第
v
出
可
v
申
向
、
御
射
手
頭
よ
り
申
楽
候
保
、
御
林
之

薮
わ
け
を
骨
伊
立
、
書
上
可
ν
有
v
之
。
と
あ
り
・
て
‘
泉
野
十
一
屋
の
竹
林

等
、
む
か
し
は
皆
小
竹
の
み
た
り
し
と
開
ゆ
。
故
に
金
津
市
中
胞
の

唱
歌
に
も
、
向
う
遁
に
十
一
屋
.
茶
屋
に
艇
懸
け
詠
む
れ
ば
.
ひ
ち

〈
小
竹
を
色
に
見
て
、
見
治
る
す
下
は
法
嶋
の
云
々
。
と
唱
へ
け
り
。

三
州
名
蹟
誌
に
、
十
一
屋
に
は
う
き
薮
と
て
小
竹
原
あ
り
。
毎
年
御

按
中
煤
梯
の
時
分
.
此
の
竹
御
用
に
て
上
ぐ
る
例
危
り
。
と
あ
り
て
、

膏
藩
中
は
毎
年
歳
暮
の
煤
梯
の
時
、
た
h

き
ぱ
い
の
用
竹
花
、
十
一

震
の
小
竹
を
召
上
ぐ
る
醤
例
な
り
し
と
ぞ
。
是
等
に
て
も
往
昔
よ
り

小
竹
の
薮
の
み
左
り
し
事
知
ら
れ
け
り
。
今
も
葉
竹
叢
と
て
小
竹
の

竹
林
も
残
れ
り
。

。
十
-
屋
孟
宗
竹
来
歴

孟
宗
竹
は
.
十
一
屋
の
名
産
に
て
‘
今
此
の
竹
林
を
専
ら
培
養
せ
り
。

小
松
人
の
筆
記
せ
し
鐙
の
光
と
い
ふ
冊
子
に
、
安
永
年
中
じ
ね
ん
ど

と
い
ふ
病
付
き
て
、
竹
薮
共
悉
く
枯
れ
た
り
。
此
の
時
金
揮
の
十
一
屋

に
初
め
て
孟
宗
竹
を
栽
ゑ
た
り
。
共
の
頃
は
孟
宗
の
竹
を
知
る
人
稀

安
永
凹
・
五
年
の
頃
に
至
り
、
数
本
の
街
を
生
宇
。
そ
の
後
街
を
初
め

て
青
草
市
へ
出
せ
し
に
、
人
皆
之
を
脊
賞
し
‘
藩
の
御
膳
所
用
建
た
る

λ
百
屋
某
よ
り
、
藩
侯
へ
献
上
す
と
い
へ
り
。
さ
て
右
岡
本
右
太
夫
が

邸
地
た
る
竹
林
を
親
竹
と
な
し
、
始
め
て
石
川
郡
十
一
屋
村
小
右
衛

門
た
る
も
の
.
に
分
奥
す
。
尊
い
で
同
郡
別
所
村
向
周
吉
郎
右
衛
門
所

有
の
山
地
に
植
ゑ
け
る
に
.
此
の
山
地
孟
宗
竹
に
趨
し
た
る
に
や
、

次
第
に
繁
茂
し
、
今
金
滞
の
市
に
山
川
す
各
所
の
街
中
、
別
所
村
の
産

を
最
上
と
注
し
け
り
。
別
所
村
民
て
孟
宗
の
親
父
と
い
う
て
、
週
四
併

を
呼
ば
さ
る
は
.
向
問
吉
郎
右
衛
門
の
み
也
。
彼
の
村
に
始
め
て
孟

宗
竹
を
植
ゑ
し
に
依
れ
る
か
と
い
へ
り
。
叉
岡
本
右
太
夫
の
長
男
内

問
孫
=
一
た
る
も
の
、
天
明
年
中
に
緒
方
へ
種
竹
一
株
の
償
金
一
分
宛

に
て
販
貸
せ
り
。
是
よ
り
緒
方
に
孟
宗
竹
繁
茂
す
と
い
へ
り
。
槙
木
な

る
右
太
夫
が
邸
地
跡
に
親
竹
の
孟
宗
薮
と
て
‘
今
に
至
り
倫
存
在
せ

り
。
右
太
夫
は
享
保
十
二
年
の
生
れ
に
て
、
創
場
付
足
韓
と
友
り
、
切

米
二
十
俵
を
賜
は
り
、
文
化
三
年
八
十
裁
に
て
残
す
。
長
男
孫
三
は
.

故
あ
り
て
内
田
氏
を
稀
す
。
明
和
三
年
の
生
に
て
、
先
年
組
足
額
切

米
二
十
俵
を
賜
は
り
、
後
小
頭
役
に
進
み
三
十
五
依
賜
は
り
、
嘉
永

三
年
四
月
五
日
八
十
五
歳
に
て
残
す
と
。
右
は
本
多
町
川
御
亭
陀
居

金
滞
古
蹟
志
血
管
二
十

五
八

也
。
と
記
載
す
。
或
は
云
ふ
。
孟
宗
竹
は
、
武
州
江
戸
越
に
は
平
く
あ

り
し
か
ど
‘
そ
の
か
み
北
園
筋
に
は
な
か
り
し
を
、
金
滞
泉
野
根
木

の
組
地
に
居
住
せ
る
騒
卒
、
江
戸
結
よ
り
蹄
郷
の
時
、
孟
宗
竹
の
根
付

き
を
取
来
り
、
己
が
宅
地
に
栽
う
と
い
へ
ど
も
植
ゑ
付
か
守
。
漸
く
三

度
自
民
生
ひ
た
り
。
此
の
竹
を
ば

ι

初
め
て
十
一
屋
の
地
へ
分
槌
せ
し

め
、
そ
れ
よ
り
泉
新
村
・
別
所
村
等
へ
分
ち
‘
後
迫
竺
分
配
し
て
、
今

は
能
笠
・
越
中
路
ま
で
も
及
ぺ
り
と
。
故
に
十
一
屋
の
孟
宗
竹
は
.
北

固
に
て
孟
宗
竹
の
栽
ゑ
始
め
友
り
。
依
り
て
此
の
地
の
街
を
ば
殊
に

賞
翫
せ
り
と
。

O
孟
宗
竹
移
植
来
由

孟
宗
竹
金
津
へ
移
植
の
原
由
替
に
云
ふ
。
金
津
藩
の
経
卒
岡
本
右
太

夫
友
る
者
、
金
津
に
孟
宗
竹
の
た
き
事
を
褒
へ
札
一
勧
一
一
年
江
戸
詰
勤

番
の
折
‘
孟
宗
竹
の
根
あ
る
も
の
を
買
取
り
、
蹄
郷
の
際
、
野
州
・
信

州
・
越
後
路
を
経
て
携
へ
来
り
、
金
津
泉
野
接
木
十
の
小
路
一
番
地

な
る
私
邸
に
移
植
せ
し
か
ど
.
培
養
の
宜
し
き
を
得
ざ
り
け
ん
、
翌

年
に
至
り
て
枯
死
し
た
り
。
共
の
後
雨
三
年
を
経
て
、
再
び
江
戸
跨

よ
り
蹄
郷
の
際
‘
孟
宗
竹
三
株
を
携
へ
来
り
、
桜
木
怠
る
私
宅
の
同

地
に
植
ゑ
け
る
に
‘
三
株
の
内
一
本
は
枯
死
し
、
二
本
は
生
着
せ
り
。

. 

住
せ
る
竹
村
親
愛
が
‘
農
商
務
省
二
等
属
村
岡
昌
寛
の
依
績
を
請

け
.
内
問
孫
三
の
孫
女
に
面
接
し
、
記
臆
の
趣
等
を
開
札
し
、
叉
孫

三
の
奮
同
僚
某
に
面
接
し
て
記
臆
の
事
共
を
聞
き
、
商
人
の
停
話
共

を
参
考
し
て
書
き
絞
り
た
る
を
今
愛
に
載
す
。
平
次
按
4
y
る
に
、
今

孟
宗
竹
を
盛
に
諸
郡
郷
皐
に
培
養
し
、
衡
の
美
味
を
賞
翫
す
る
も

の
、
貨
に
岡
本
氏
の
思
惑
と
も
い
ふ
ぺ
し
。

。
+
-
屋
復
笹
侮
蹄

世
に
十
一
屋
の
一
坊
・
三
太
の
敵
打
と
唱
で
古
来
人
口
に
股
失
す
。

共
の
僻
話
に
一
式
ふ
。
往
昔
金
揮
の
藩
士
に
山
田
機
左
衛
門
と
て
、
馬

廻
組
に

τ味
晴
磁
町
に
居
住
せ
り
。
或
時
限
川
の
川
上
越
へ
遁
遁
し

て
.
石
川
郡
相
合
谷
の
村
落
を
俳
佃
せ
し
に
、
村
山
保
の
垣
内
に
色
ζ

き
棲
の
花
さ
か
り
怠
る
を
見
て
‘
家
僕
を
し
て
一
枝
手
折
ち
せ
け
る

に
、
家
主
三
平
怠
る
も
の
走
り
出
で
停
め
け
れ
ば
‘
侍
に
向
ひ
過
言

友
り
と

τ.
情
け
な
く
も
共
の
健
切
捨
て
た
り
。
三
千
の
せ
が
れ
三

五
兵
衛
と
い
ふ
も
の
、
此
の
体
を
見
て
鍬
を
持
ち
て
手
向
ひ
け
る

に、

A
A
も
共
の
ま
aa

討
た
れ
け
り
。
扱
き
者
の
事
た
れ
ば
、
共
の
分

に
て
済
み
た
り
け
る
慮
、
三
五
兵
衛
に
男
子
三
人
あ
り
。
長
男
を
一

坊
と
い
ひ
‘
次
男
を
ば
二
太
と
い
へ
り
。
常
々
父
胞
の
敵
を
討
た
ん

五
九




